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令和７年松茂町議会第１回臨時会会議録 

第１日目（５月１日） 

                                         

午前１０時００分開会  

○議会事務局長【多田雄一君】  ただいまから、令和７年松茂町議会第１回臨時会の開

会をお願いいたします。 

 まず初めに、川田議長からご挨拶がございます。 

○議長【川田 修君】  おはようございます。 

 松茂町議会第１回臨時会のご案内を差し上げましたところ、全員の議員の皆さんご出席

いただきまして、ありがとうございます。ちょうどゴールデンウィークの真ん中の日とい

うことで、何かと行事や用事があった中をお差し繰りいただきまして、ご出席いただきま

したことを厚くお礼を申し上げます。 

 本日は議案の数も少ないのですが、慎重審議をお願い申し上げまして、ご挨拶とさせて

いただきます。 

                                         

○議長【川田 修君】  ただいまの出席議員は１０名で、地方自治法第１１３条の規定

による定足数に達しております。よって、令和７年松茂町議会第１回臨時会は成立いたし

ました。 

 ただいまから開会いたします。 

                                         

○議長【川田 修君】  吉田町長から招集の挨拶があります。 

 吉田町長。 

○町長【吉田直人君】  皆さん、おはようございます。 

 本日、令和７年松茂町議会第１回臨時会の招集をお願いいたしましたところ、公私とも

大変お忙しい中ご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 

 本臨時会に上程をいたします議案につきましては、先ほども議長がおっしゃったように

１件でございます。十分にご審議の上、可決決定を賜りますようにお願いをいたしまして、

簡単でございますが、招集の挨拶に代えさせていただきます。本日はよろしくお願いいた

します。 
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○議長【川田 修君】  これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

 日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、議長において、３番尾野

議員及び４番鎌田議員を指名いたします。 

                                         

○議長【川田 修君】  日程第２、「会期の決定について」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期臨時会の会期は、本日１日限りにしたいと思います。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【川田 修君】  異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日１日と決定いたしました。 

                                         

○議長【川田 修君】  日程第３、議案第３１号「動産の買入れについて（住民基本台

帳ネットワークシステム機器）」を議題といたします。 

 町長より発言を求められておりますので、これを許します。 

 吉田町長。 

○町長【吉田直人君】  それでは、令和７年第１回臨時会に上程をいたしております議

案の提案理由をご説明申し上げます。 

 議案第３１号、動産の買入れにつきましては、更新が必要となりました住民基本台帳ネ

ットワークシステム機器を１,６６１万円で扶桑電通株式会社徳島営業所から買入れをい

たしたく、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定

に基づきまして、議会の議決を求めるものでございます。 

 この後、担当から詳細説明をいたしますので、ご審議の上、可決決定を賜りますようお

願いいたします。 

○議長【川田 修君】  町長の提案理由の説明は終わりました。 

 担当職員の詳細説明を求めます。 

 松下住民課長。 

○住民課長【松下理恵君】  それでは、議案第３１号についてご説明を申し上げます。 
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 議案書３ページをご覧ください。 

 議案第３１号、動産の買入れについて（住民基本台帳ネットワークシステム機器）。議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき、下

記のとおり動産の買入れをするため議会の議決を求める。 

 買入物件、住民基本台帳ネットワークシステム機器。契約の相手方、徳島県徳島市かち

どき橋２丁目２９番１号、扶桑電通株式会社 徳島営業所 所長 秋山治香。契約の方法、

指名競争入札。買入価格１,６６１万円。納入期限、令和７年１１月３０日というもので

ございます。 

 この契約につきましては、指名競争入札により執行するべく、コンピュータシステム機

器等取扱い業者３社を指名いたしました。指名いたしました業者を順不同にて申し上げま

す。扶桑電通株式会社徳島営業所、テック情報株式会社、有限会社ユー・テックでござい

ます。 

 去る４月１０日に入札を執行いたしました結果、扶桑電通株式会社徳島営業所が落札し、

同社とは４月１１日に仮契約を締結しております。 

 この契約の履行期間は、議会の議決日の翌日から令和７年１１月３０日までと設定して

おり、設計金額は消費税込みの金額で１,７９３万円、契約金額が消費税込みの金額で１,

６６１万円でございましたので、請負率は９２.６％となっております。 

 詳細につきましては、恐れ入りますが、議案参考資料の３ページをお願いいたします。 

 住民基本台帳ネットワークシステムは、平成１４年８月の全国一斉稼働以来、システム

の安定運用のために定期的に機器更改を行っております。今回、地方公共団体情報システ

ム機構が全国センターでのシステム更改を行うことから、市区町村が備える機器について

も、令和６年１１月から令和７年１１月の期間内での更改が必要となっており、本町にお

いても機器の更改を行うものです。 

 次に、機器の内容、数量及び設置場所について申し上げます。資料の中ほど、２をご覧

ください。 

 サーバー機器、こちらは住民基本台帳ネットワークシステムの稼働及びデータを管理・

保存するための機器でございますが、一式を本庁電算室に設置いたします。 

 ネットワーク機器一式、こちらは、不正アクセスから住民基本台帳ネットワークシステ

ムを保護し、サーバーや統合端末を接続し、データのやり取りを行う機器で、本庁電算室、

住民課及びマイナンバーカード総合窓口に設置します。 



 －8－ 

 無停電電源装置は、停電時に機器が動作し続けるように電力を配給する装置で、２台を

電算室に設置いたします。 

 耐タンパー装置は、外部からの不正アクセスや改ざんを防止し、データの安全性を確保

する装置で、２台を電算室に設置いたします。 

 統合端末は、住民基本台帳ネットワークシステムの操作やマイナンバーの公的認証を行

うためのパソコンで、４台を住民課やマイナンバーカード総合窓口に設置いたします。 

 照合情報読取装置は、本人確認のために使用する装置で、電算室、住民課及びマイナン

バーカード総合窓口に設置いたします。 

 プリンター装置２台は住民課とマイナンバーカード総合窓口に設置いたします。 

 買入金額は、これらの機器が正常に稼働するためのシステム構築、搬入や設定費用等も

含み、消費税込みで１,６６１万円。全て一般財源となります。 

 以上で議案第３１号、住民基本台帳ネットワークシステム機器の買入れについての詳細

説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長【川田 修君】  担当職員の詳細説明は終わりました。 

 これから質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（質疑なし） 

 質疑なしと認めます。 

 よって、これで質疑を終結いたします。 

                                         

○議長【川田 修君】  これから、議案第３１号について討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

（討論なし） 

 討論なしと認めます。 

 よって、討論を終結いたします。 

                                         

○議長【川田 修君】  これから、採決に入ります。 

 議案第３１号「動産の買入れについて（住民基本台帳ネットワークシステム機器）」は、

原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【川田 修君】  異議なしと認めます。 
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 よって、議案第３１号「動産の買入れについて（住民基本台帳ネットワークシステム機

器）」は、原案のとおり可決されました。 

                                         

○議長【川田 修君】  以上で、本臨時会に提案されました議案の審議は終了いたしま

した。 

 申し上げます。令和５年５月１日に議長に選出していただき、２年間が経過しました。

申合せ任期が２年でございましたので、本日ただいま議長の職を辞職いたします。 

 退任に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 

 議長在任中は、議員の皆様、そして理事者の皆様にはご理解とご協力を賜りまして、厚

く御礼を申し上げます。議長就任時期とコロナ明けが重なったため、対面での会合がコロ

ナ以前よりも増え、議長公務が予想した以上に多く、スケジュール調整には苦労しました。

しかし、四国新幹線整備区間への格上げ要望や徳島自動車道４車線化促進要望活動等が始

まり、充実した２年間でございました。 

 これからは一議員として議会活動並びに議員活動に精進をしてまいります。どうもあり

がとうございました。 

○議会事務局長【多田雄一君】  ただいま川田議長が申合せ任期満了により議長の職を

辞職したいと表明され、議長席を降壇されました。従いまして、板東副議長に登壇してい

ただき、代わって議長の職務をお願いいたします。 

 よろしくお願いします。 

                                         

○副議長【板東絹代君】  川田議長が約束の任期を無事果たされまして、ただいま辞職

を表明し、議長席を降壇されましたので、新しい議長が選挙されるまでの間、地方自治法

第１０６条第１項の規定により、私が議長の職務を務めさせていただきますので、ご協力

のほどよろしくお願いいたします。 

 お諮りいたします。 

 この際、議長辞職の件を日程に追加し、議題とすることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○副議長【板東絹代君】  異議なしと認めます。 

 よって、議長辞職の件を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。 

 追加議案配付のため、小休いたします。 
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午前１０時１７分小休  

                                         

午前１０時１８分再開  

○副議長【板東絹代君】  小休前に引き続き、再開いたします。 

 追加議事日程（第１号の追加１）は、お手元に配付のとおりです。 

 追加日程第１、「議長辞職の件」を議題といたします。 

 地方自治法第１１７条の規定により、川田議長の退場を求めます。 

（川田 修議長退場） 

 お諮りいたします。 

 川田議長の議長の辞職を許可することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○副議長【板東絹代君】  異議なしと認めます。 

 よって、川田議長の議長の辞職を許可することに決定いたしました。 

 ただいまの議長辞職の決定に伴い、議長が欠員となりました。 

 お諮りいたします。 

 この際、議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思います。これにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○副議長【板東絹代君】  異議なしと認めます。 

 よって、この際、議長の選挙を日程に追加し、選挙を行うことに決定いたしました。 

 川田議員は議場へ入場してください。 

（川田 修議員入場） 

                                         

○副議長【板東絹代君】  追加日程第２、選挙第１号「議長の選挙」を行います。 

 選挙の方法は、地方自治法第１１８条第１項の規定に基づき、投票により行います。 

 議場を閉鎖いたします。 

（議場閉鎖） 

 ただいまの出席議員数は１０人であります。 

 会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に、１番金森議員、２番川端議員及び３

番尾野議員を指名いたします。 
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 投票用紙を配付いたします。 

（投票用紙配付） 

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（なし） 

 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検いたします。 

（投票箱点検） 

 異状なしと認めます。 

 念のため、申し上げます。投票は単記無記名であります。同名の議員がおいでになりま

すので、同名議員の場合は姓名までご記入をお願いいたします。間違って記入した場合は

二重線で消して、横に正しく記入してください。 

 なお、記載は自席でお願いします。 

 それでは、ご記入をお願いします。 

 ただいまから投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に

投票願います。 

○議会事務局長【多田雄一君】  それでは、投票の順序は、まず立会人からお願いし、

次に議席順とさせていただきます。 

 恐れ入りますが、立会人３名の方は、ご自分の投票がお済みになりましたら、投票箱の

横で立会いをお願いいたします。 

 初めに、１番金森議員、投票をお願いいたします。 

 次に、２番川端議員、投票をお願いいたします。 

 次に、３番尾野議員、投票をお願いいたします。 

 続いて点呼いたしますので、投票をお願いします。 

 ４番鎌田議員。５番米田議員。６番村田議員。７番立井議員。８番佐藤議員。１２番川

田議員。最後に１１番板東副議長。 

 以上で点呼を終わります。 

○副議長【板東絹代君】  投票漏れはありませんか。 

（なし） 

 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終了いたします。 
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 これより開票を行います。 

 立会人の金森議員、川端議員及び尾野議員には開票の立会いをお願いいたします。 

（開票） 

 選挙の結果を報告します。 

 投票総数１０票。これは、先ほどの出席議員数に符合いたしております。 

 そのうち、有効投票１０票、無効投票ゼロ票。 

 有効投票中、佐藤議員７票、立井議員３票。 

 以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は３票であります。 

 よって、佐藤議員が議長に当選されました。 

 議場の閉鎖を解きます。 

 立会人は自席にお戻りください。 

（議場開鎖） 

 ただいま議長に当選されました佐藤議員が議場におられますので、本席から会議規則第

３３条第２項の規定により、議長の当選人になったことを告知いたします。 

 佐藤議員、議長当選承諾及び挨拶をお願いします。 

○８番【佐藤道昭君】  自席からではございますが、ご挨拶を申し上げます。 

 ただいまは議員各位のご推挙をいただき、松茂町議会議長に就くことになりました。誠

に光栄なことと感じております。これからは誠意を尽くし事に当たり、また、議会の円満

なる運営を図り、ますます松茂町町政の進展と地方自治の発展のために最善の努力をいた

す所存であります。 

 ここに議員皆様の一層のご支援とご協力をお願いいたしまして、就任のご挨拶とさせて

いただきます。どうもありがとうございました。 

○副議長【板東絹代君】  ご案内申し上げます。 

 このたびは佐藤議員が議長に当選され、ただいま議長就任の承諾がございました。これ

で私の職務は終わりました。ご協力をいただき、大変ありがとうございました。 

 佐藤議長には議長席にお着き願うところでありますが、その前に、私事で恐縮ですが、

議員の皆様方もご承知のとおり、前川田議長と同様、私も、令和５年５月の初議会におき

まして、申合せにより副議長の任期が２年と定められております。従いまして、副議長の

職務をただいま辞職いたします。 



 －13－

 副議長を辞職させていただくに当たり、一言お礼のご挨拶を申し上げます。 

 副議長に就任いたしましてから２年間、議長をお支えするという職責を全うすることが

できました。議員の皆様のご協力、また理事者はじめ職員の皆様、さらには事務局職員の

皆様のご協力をいただき、務め上げることができました。改めまして、心から感謝を申し

上げます。 

 町政に寄せられる期待や課題は大きいものがあり、時代とともに変化の波が加速してい

きます。これからも一議員として経験を生かし誠心誠意取り組んでまいりますので、引き

続きよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。 

 それでは、佐藤議長、議長席にお着き願います。 

 議事都合により、１０時５０分まで小休します。 

午前１０時３９分小休  

                                         

午前１０時５０分再開  

○議長【佐藤道昭君】  それでは、小休前に引き続き、再開いたします。 

 ただいまは、議員皆様のご推挙をいただきまして、改めてこの席に着くことができまし

た。まだまだ議員としては学ぶことが多くございます。その学ぶことを忘れず、今後も町

政の推進と議会の円満なる運営のために懸命の努力をいたすつもりでございます。 

 議会運営に関しましても、まだまだ皆様にご協力いただかなければならないこともたく

さんあるとも思いますので、議員の皆様、そして理事者の皆様、職員の皆様にも一層のご

協力、またご指導、ご鞭撻をお願いいたしまして、改めての挨拶といたします。よろしく

お願いいたします。 

 先ほど板東副議長から副議長の職を辞職したいという表明がありました。 

 お諮りいたします。 

 副議長辞職の件を日程に追加し、議題とすることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【佐藤道昭君】  異議なしと認めます。 

 よって、この際、副議長辞職の件を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。 

 追加議案配付のため、小休いたします。 

午前１０時５１分小休  
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午前１０時５２分再開  

○議長【佐藤道昭君】  小休前に引き続き、再開いたします。 

 追加議事日程（第１号の追加２）は、お手元に配付のとおりです。 

 追加日程第１、「副議長辞職の件」を議題といたします。 

 地方自治法第１１７条の規定により、板東副議長の退場を求めます。 

（板東絹代副議長退場） 

 お諮りいたします。 

 板東副議長の副議長の辞職を許可することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【佐藤道昭君】  異議なしと認めます。 

 よって、板東副議長の副議長の辞職を許可することに決定いたしました。 

 ただいまの副議長辞職の決定に伴い、副議長が欠員となりました。 

 お諮りいたします。 

 この際、副議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思います。これにご異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【佐藤道昭君】  異議なしと認めます。 

 よって、副議長の選挙を日程に追加し、選挙を行うことに決定いたしました。 

 板東議員は議場へ入場してください。 

（板東絹代議員入場） 

                                         

○議長【佐藤道昭君】  追加日程第２、選挙第２号「副議長の選挙」を行います。選挙

の方法は、地方自治法第１１８条第１項に基づき、投票により行います。 

 議場を閉鎖いたします。 

（議場閉鎖） 

 ただいまの出席議員数は１０人であります。 

 会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に、４番鎌田議員、５番米田議員、６番

村田議員を指名いたします。 

 投票用紙を配付いたします。 

（投票用紙配付） 
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 投票用紙の配付漏れはございませんか。 

（なし） 

 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検いたします。 

（投票箱点検） 

 異状なしと認めます。 

 念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。同名の議員がおいでになります

ので、同名議員の場合は姓名までご記入をお願いいたします。間違って記入した場合は二

重線で消して、横に正しく記入してください。 

 なお、記載は自席でお願いいたします。 

 ただいまから投票を行います。事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に

投票願います。 

○議会事務局長【多田雄一君】  それでは、投票の順序は、まず立会人からお願いし、

次に議席順といたします。 

 恐れ入りますが、立会人３名の方は、ご自分の投票が済みましたら、投票箱の横で立会

いをお願いいたします。 

 初めに、４番鎌田議員、投票をお願いいたします。 

 次に、５番米田議員、投票をお願いいたします。 

 次に、６番村田議員、投票をお願いいたします。 

 続いて点呼いたしますので、投票をお願いいたします。 

 １番金森議員。２番川端議員。３番尾野議員。７番立井議員。１１番板東議員。１２番

川田議員。最後に佐藤議長。 

 以上で点呼を終わります。 

○議長【佐藤道昭君】  投票漏れはございませんか。 

（なし） 

 投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。 

 これより開票を行います。 

 立会人の鎌田議員、米田議員、村田議員には開票の立会いをお願いいたします。 

（開票） 

 それでは、選挙の結果を報告いたします。 
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 投票総数は１０票。これは、先ほどの出席議員数に符合しております。 

 そのうち、有効投票は１０票、無効投票はゼロ票。 

 有効投票中、米田議員８票、金森議員１票、川田議員１票。 

 以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は３票であり、よって、米田議員が副議長に当選されました。 

 議場の閉鎖を解きます。 

 立会人は自席にお戻りください。 

（議場開鎖） 

 ただいま副議長に当選されました米田議員が議場におられますので、本席から会議規則

第３３条第２項の規定により、副議長の当選人である旨、告知いたします。 

 米田議員、副議長当選承諾及び挨拶をお願いいたします。 

○５番【米田利彦君】  それでは、議長の許可がありましたので、一言ご挨拶を申し上

げます。 

 ただいま行われました副議長選挙におきまして、議員各位のご推挙を賜り、心からお礼

申し上げますとともに、その責任の重さに身の引き締まる思いであります。今後は、皆様

方のお力添えをいただきながら議長を補佐し、円滑な議会運営並びに議会の活性化に努め

てまいります。また、理事者の皆様方におかれましては、格段のご協力をお願い申し上げ

る次第でございます。 

 以上、簡単ではございますが、就任の挨拶とさせていただきます。どうもありがとうご

ざいました。 

○議長【佐藤道昭君】  それでは、議事の都合により、小休いたします。 

午前１１時０９分小休  

                                         

午前１１時１０分再開  

○議長【佐藤道昭君】  小休前に引き続き、再開いたします。 

 追加日程第３、指定第１号「議席の一部変更について」を議題といたします。 

 ただいま正副議長の選挙がありましたので、会議規則第４条第３項の規定により、議席

の一部を変更いたします。 

 それでは、恐れ入りますが、議席を朗読いたしますので、議案書にご記入をお願いいた

します。 
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 １番及び２番は欠員となっております。３番に金森議員、４番に川端議員、５番に尾野

議員、６番に鎌田議員、７番に村田議員、８番に川田議員、９番に板東議員、１０番に立

井議員、１１番に米田副議長、そして１２番私でございます。 

 以上です。 

 議事都合により、小休いたします。 

午前１１時１１分小休  

                                         

午前１１時１５分再開  

○議長【佐藤道昭君】  小休前に引き続き、再開いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいまお手元に配付いたしました追加議事日程第１号の追加３を日程に追加いたした

いと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【佐藤道昭君】  異議なしと認めます。 

 よって、追加議事日程第１号の追加３を日程に追加することに決定いたしました。 

                                         

○議長【佐藤道昭君】  追加日程第１、選任第１号「常任委員の選任」を行います。 

 松茂町委員会条例第３条第１項に常任委員の任期は２年とするとなっております。 

 お諮りいたします。 

 常任委員の選任については、委員会条例第７条第１項の規定により、議長の指名とさせ

ていただきます。 

 総務常任委員に金森議員、川端議員、鎌田議員、村田議員、板東議員、立井議員、そし

て私、以上の７名です。 

 産業建設常任委員に川端議員、尾野議員、鎌田議員、米田議員、村田議員、川田議員、

立井議員、以上の７名でございます。 

 教育民生常任委員に金森議員、尾野議員、米田議員、川田議員、板東議員、そして私、

以上の６名でございます。 

 通常では８名ですが、欠員が出ておりますので、今のところこういうふうな構成になっ

ております。以上を指名いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議長【佐藤道昭君】  異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました方々をそれぞれの常任委員に選任することに決定い

たします。 

 それでは、各常任委員の選任に伴い、委員長、副委員長の互選のため、それぞれの委員

会をお開き願います。 

 なお、議事の都合により小休いたします。 

午前１１時１８分小休  

                                         

午前１１時２３分再開  

○議長【佐藤道昭君】  それでは、小休前に引き続き、再開いたします。 

 ここでご報告申し上げます。 

 休憩中に開かれました各常任委員会で委員長及び副委員長の互選が行われましたので、

その結果について報告いたします。 

 総務常任委員長、村田議員、同副委員長が川端議員。 

 産業建設常任委員長が鎌田議員、同副委員長が立井議員。 

 教育民生常任委員長が尾野議員、同副委員長が川田議員でございます。 

 以上のとおりそれぞれ決定いたしましたので、ご報告申し上げます。 

                                         

○議長【佐藤道昭君】  次に、追加日程第２、選任第２号「議会運営委員の選任」を行

います。 

 お諮りいたします。 

 議会運営委員の選任については、委員会条例第７条第１項の規定により、議長の指名と

させていただきます。 

 各常任委員会委員長の村田議員、鎌田議員、尾野議員と板東議員、川端議員、立井議員、

以上６名を指名したいと思います。ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【佐藤道昭君】  異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました６名の方を議会運営委員に選任することに決定いた

します。 

 それでは、議会運営委員の選任に伴い、委員長及び副委員長互選のため、議会運営委員
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会をお開き願います。 

 なお、議事の都合により小休いたします。 

午前１１時２５分小休  

                                         

午前１１時２６分再開  

○議長【佐藤道昭君】  小休前に引き続き、再開いたします。 

 ここでご報告申し上げます。 

 休憩中に開かれました議会運営委員会で委員長及び副委員長の互選が行われましたので、

その結果について報告いたします。 

 議会運営委員会委員長に板東議員、同副委員長に尾野議員。 

 以上のとおり決定いたしましたので、ご報告申し上げます。 

                                         

○議長【佐藤道昭君】  次に、追加日程第３、選任第３号「特別委員の選任」を行いま

す。 

 お諮りいたします。 

 特別委員の選任についても、委員会条例第７条第１項の規定により、議長の指名とさせ

ていただきます。 

 予算決算特別委員会には、議員全員の１０名の方を指名いたしたいと思います。これに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【佐藤道昭君】  異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました議員全員の１０名の方を予算決算特別委員に選任す

ることに決定いたしました。 

 それでは、予算決算特別委員会の選任に伴い、委員長及び副委員長の互選のために予算

決算特別委員会をお開き願います。 

 なお、議事都合により小休いたします。 

午前１１時２８分小休  

                                         

午前１１時２９分再開  

○議長【佐藤道昭君】  小休前に引き続き、再開いたします。 
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 ここでご報告申し上げます。 

 休憩中に開かれました予算決算特別委員会で委員長及び副委員長の互選が行われました

ので、その結果についてご報告申し上げます。 

 予算決算特別委員長に板東議員、同副委員長に立井議員。 

 以上のとおり決定いたしましたので、ご報告申し上げます。 

                                         

○議長【佐藤道昭君】  次に、追加日程第４、選挙第３号「徳島県後期高齢者医療広域

連合議会議員の選挙」を行います。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選の方法によりたい

と思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【佐藤道昭君】  異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は指名推選の方法によることに決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思いますが、これに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【佐藤道昭君】  異議なしと認めます。 

 よって、議長において指名することに決定いたしました。 

 徳島県後期高齢者医療広域連合議会議員に米田議員を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議長において指名いたしました米田議員を徳島県後期高齢者医療広域連合議会

議員の当選人と定めることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【佐藤道昭君】  異議なしと認めます。 

 よって、米田議員が徳島県後期高齢者医療広域連合議会議員の当選人に決定いたしまし

た。 

                                         

○議長【佐藤道昭君】  次に、追加日程第５、選挙第４号「松茂町ほか二町ボートレー



 －21－

ス事業組合議会議員の選挙」を行います。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選の方法により行い

たいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【佐藤道昭君】  異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は指名推選の方法によることに決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思いますが、ご異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【佐藤道昭君】  異議なしと認め、議長において指名することに決定いたしまし

た。 

 松茂町ほか二町ボートレース事業組合議会議員に、鎌田議員、川田議員及び板東議員、

以上の３名を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議長において指名いたしました鎌田議員、川田議員及び板東議員を松茂町ほか

二町ボートレース事業組合議会議員の当選人と定めることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【佐藤道昭君】  異議なしと認めます。 

 よって、鎌田議員、川田議員、板東議員が松茂町ほか二町ボートレース事業組合議会議

員の当選人に決定いたしました。 

                                         

○議長【佐藤道昭君】  次に、追加日程第６、選挙第５号「板野東部消防組合議会議員

の選挙」を行います。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選の方法により行い

たいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【佐藤道昭君】  異議なしと認めます。 
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 よって、選挙の方法は指名推選の方法によることに決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思いますが、これに

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【佐藤道昭君】  異議なしと認めます。 

 よって、議長において指名することに決定いたしました。 

 板野東部消防組合議会議員に金森議員及び村田議員の以上２名を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議長において指名いたしました金森議員及び村田議員を板野東部消防組合議会

議員の当選人と定めることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【佐藤道昭君】  異議なしと認めます。 

 よって、金森議員及び村田議員が板野東部消防組合議会議員の当選人に決定いたしまし

た。 

                                         

○議長【佐藤道昭君】  次に、追加日程第７、選挙第６号「板野東部青少年育成センタ

ー組合議会議員の選挙」を行います。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法は、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選の方法により行い

たいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【佐藤道昭君】  異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は指名推選の方法によることに決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思いますが、ご異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【佐藤道昭君】  異議なしと認めます。 

 よって、議長において指名することに決定いたしました。 
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 板野東部青少年育成センター組合議会議員に、川端議員、尾野議員及び立井議員、以上

の３名を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議長において指名いたしました川端議員、尾野議員及び立井議員を板野東部青

少年育成センター組合議会議員の当選人と定めることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【佐藤道昭君】  異議なしと認めます。 

 よって、川端議員、尾野議員、立井議員が板野東部青少年育成センター組合議会議員の

当選人に決定いたしました。 

                                         

○議長【佐藤道昭君】  次に、追加日程第８、同意第２号「監査委員の選任同意」を議

題といたします。地方自治法第１１７条の規定によって、川田議員は退席願います。 

（川田 修議員退席） 

 吉田町長より発言を求められておりますので、これを許します。 

 吉田町長。 

○町長【吉田直人君】  それでは、同意第２号についてご説明申し上げます。 

 追加議案書の８ページの監査委員の選任につきましては、川田修氏を監査委員として選

任したいので、地方自治法第１９６条第１項の規定により、議会の同意を求めるものでご

ざいます。 

 川田修氏は、昭和２６年５月１３日生まれ、住所は、松茂町笹木野字山下１０１番地１

でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長【佐藤道昭君】  以上で町長の説明は終わりました。 

 お諮りいたします。 

 同意第２号「監査委員の選任同意」については人事案件であり、議案の性質上、委員会

付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【佐藤道昭君】  異議なしと認めます。 

 よって、同意第２号「監査委員の選任同意」については委員会付託を省略することに決

定いたしました。 
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 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

（質疑なし） 

 質疑なしと認めます。 

                                         

○議長【佐藤道昭君】  これより討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

（討論なし） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

                                         

○議長【佐藤道昭君】  これより採決に入ります。 

 同意第２号「監査委員の選任同意」については、原案のとおり可決することにご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【佐藤道昭君】  異議なしと認めます。 

 よって、同意第２号「監査委員の選任同意」は、原案のとおり可決されました。 

 川田議員は入場してください。 

（川田 修議員入場） 

                                         

○議長【佐藤道昭君】  この際、その他の各種委員会委員を選出したいと思いますので、

事務局より報告させます。 

○議会事務局長【多田雄一君】  失礼いたします。それでは、事務局から報告します。 

 ただいま議案の９ページのその他の各種委員につきましては、議会の同意が必要なもの

ではございません。各種委員会から議会において委員を選出してほしい旨の依頼があるも

ので、それについて報告いたします。 

 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会、こちらが尾野議員、立井議員。 

 続いて、都市計画審議会、こちらが金森議員、川端議員、鎌田議員、川田議員。 

 続いて、松茂町総合振興計画審議会、こちらが米田議員、村田議員、板東議員。 

 以上であります。よろしくお願いいたします。 
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○議長【佐藤道昭君】  次に、追加日程第９、「閉会中の継続調査について」を議題と

いたします。 

 各委員長から、お手元に配付のとおり、会議規則第７５条の規定により閉会中の継続調

査の申出書が提出されております。 

 お諮りいたします。 

 各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【佐藤道昭君】  異議なしと認めます。 

 よって、各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしまし

た。 

                                         

○議長【佐藤道昭君】  次に、追加日程第１０、発議第４号「広報特別委員会設置に関

する決議」を議題といたします。 

 提出者であります板東議会運営委員長から発言を求められておりますので、これを許し

ます。 

 板東委員長。 

○議会運営委員長【板東絹代君】  議長の許可をいただきましたので、それでは、広報

特別委員会設置に関する決議についての提案理由をご説明させていただきます。 

 議会広報誌及び議会ホームページは、議会の活動状況を広く町民に周知し、町議会に対

する理解と関心を高めるために重要な役割を果たしています。よって、本町議会の広報活

動のさらなる充実を図るため、広報特別委員会を設置しようとするものであります。設置

期間は令和９年３月までといたします。 

 議員各位のご賛同をお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。 

○議長【佐藤道昭君】  以上で、提案理由の説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

（質疑なし） 

 質疑なしと認めます。 
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○議長【佐藤道昭君】  これから、討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

（討論なし） 

 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結いたします。 

                                         

○議長【佐藤道昭君】  これから採決いたします。 

 発議第４号「広報特別委員会設置に関する決議」を可決することにご異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【佐藤道昭君】  異議なしと認めます。 

 よって、発議第４号「広報特別委員会設置に関する決議」は可決されました。 

                                         

○議長【佐藤道昭君】  次に、追加日程第１１、選任第４号「広報特別委員の選任」を

行います。 

 お諮りいたします。 

 広報特別委員の選任については、委員会条例第７条第１項の規定により、議長の指名と

させていただきます。 

 広報特別委員に、金森議員、川端議員、尾野議員、鎌田議員、村田議員、川田議員、以

上の６名を指名いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【佐藤道昭君】  異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました方々を広報特別委員に選任することに決定いたしま

した。 

 それでは、広報特別委員の選任に伴い、委員長、副委員長の互選のため、広報特別委員

会をお開き願います。 

 なお、議事の都合により小休いたします。 

午前１１時４４分小休  

                                         

午前１１時４５分再開  
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○議長【佐藤道昭君】  小休前に引き続き、再開いたします。 

 ここでご報告申し上げます。 

 休憩中に開かれました広報特別委員会で委員長及び副委員長の互選が行われましたので、

その結果について報告いたします。 

 広報特別委員長、川端議員。同副委員長、金森議員。 

 以上のとおり、それぞれ決定いたしましたので、ご報告申し上げます。 

                                         

○議長【佐藤道昭君】  次に、追加日程第１２、「閉会中の継続調査について」を議題

といたします。 

 広報特別委員長からお手元に配付のとおり、会議規則第７５条の規定により閉会中の継

続調査の申出書が提出されております。 

 お諮りいたします。 

 広報特別委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ございませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【佐藤道昭君】  異議なしと認めます。 

 よって、広報特別委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いた

しました。 

                                         

○議長【佐藤道昭君】  以上をもちまして、本臨時会に提出されました議案等は、全て

審議を終わりました。 

 これで令和７年松茂町議会第１回臨時会を閉会いたしたいと思いますが、これにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長【佐藤道昭君】  異議なしと認めます。 

 よって、令和７年松茂町議会第１回臨時会を閉会いたします。どうもありがとうござい

ました。 

午前１１時４７分閉会  
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